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第１章  総則  

（目的）  

第１条  この 条 例は、土 砂埋 立 て等に 関 する 町 、土砂埋 立て 等を

行 う 者 、 土 砂 を 発 生 さ せ る 者 、 土 地 の 所 有 者 及 び 土 砂 を 運 搬 す

る 者 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 土 砂 埋 立 て 等 に つ い て 必

要 な 規 制 を 行 う こ と に よ り 、 土 砂 埋 立 て 等 の 適 正 化 を 図 り 、 も

っ て 災 害 の 防 止 及 び 生 活 環 境 の 保 全 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（定義）  

第２条  この条例において「土砂埋立て等」とは、土地の埋立て、

盛 土 そ の 他 の 土 地 へ の 土 砂 （ 混 入 し 、 又 は 付 着 し て い る 物 を 含

む。以下同じ。）の堆積を行う行為をいう。  

２  この 条例 に おいて「 埋立 て 等区域」 とは 、 土砂埋立 て等 を行

う土地の区域をいう。  



３  この条例において「土砂を発生させる者」とは、建設工事（建

設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

建 設 工 事 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 発 注 者 及 び 請 負 人 で あ っ て 、

その建設工事に伴って土砂を発生させるものをいう。  

（町の責務）  

第３条  町は 、 災害の防 止上 又 は生活環 境の 保 全上支障 が生 ずる

お そ れ が あ る 土 砂 埋 立 て 等 が 行 わ れ る こ と の な い よ う 必 要 な 施

策を推進するものとする。  

（土砂埋立て等を行う者の責務）  

第４条  土砂 埋 立て等を 行う 者 は、土砂 埋立 て 等を行う に当 たっ

て は 、 埋 立 て 等 区 域 の 周 辺 地 域 の 住 民 、 土 地 又 は 建 物 の 所 有 者

等 の 利 害 関 係 を 有 す る 者 （ 第 １ １ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で に お

い て 「 住 民 等 」 と い う 。 ） の 理 解 を 得 る よ う 努 め る と と も に 、

苦 情 又 は 紛 争 が 生 じ た と き は 、 誠 意 を も っ て そ の 解 決 に 当 た ら

なければならない。  

２  土砂埋立て等を行う者は、土砂埋立て等を行うに当たっては、

災 害 の 防 止 及 び 生 活 環 境 の 保 全 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け

ればならない。  

３  土砂 埋立 て 等を行う 者は 、 自治会そ の他 の 地域の団 体と の間

に お い て 、 埋 立 て 等 区 域 の 周 辺 地 域 の 良 好 な 自 然 環 境 及 び 生 活

環 境 の 保 全 に 係 る 事 項 に つ い て 、 協 定 を 締 結 す る よ う 努 め な け

ればならない。  

（土砂を発生させる者の責務）  



第５条  土砂 を 発生させ る者 は 、建設工 事に 伴 う土砂の 発生 を抑

制 し 、 発 生 さ せ た 土 砂 の 有 効 な 利 用 の 促 進 に 努 め る と と も に 、

発 生 さ せ た 土 砂 に よ り 不 適 正 な 土 砂 埋 立 て 等 が 行 わ れ る こ と の

ないよう土砂の適正な処理に努めなければならない。  

（土地の所有者の責務）  

第６条  土地 の 所有者は 、そ の 所有する 土地 に おいて不 適正 な土

砂 埋 立 て 等 が 行 わ れ る こ と の な い よ う 適 正 な 管 理 に 努 め な け れ

ばならない。  

（土砂を運搬する者の責務）  

第７条  土砂 を 運搬する 者は 、 沿道への 粉じ ん の飛散防 止並 びに

騒音及び振動の低減に努めなければ ならない。  

第２章  土砂埋立て等の許可等  

（土砂埋立て等の許可）  

第８条  土砂 埋 立て等を 行お う とする者 は、 当 該土砂埋 立て 等が

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き は 、 埋 立 て 等 区 域 ご と に 、

あ ら か じ め 町 長 の 許 可 （ 以 下 「 埋 立 て 等 許 可 」 と い う 。 ） を 受

けなければならない。  

（ １ ）  埋 立 て 等 区 域 の 面 積 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 ３ ， ０

００平方メートル未満である土砂埋立て等（当該埋立て等区域

を 含 む 一 団 の 土 地 の 区 域 で そ の 面 積 が ５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以

上３，０００平方メートル未満のものを含む。）  

（ ２ ）  土 砂 埋 立 て 等 を 行 う 前 の 地 盤 面 の 最 も 低 い 地 点 と 土 砂

埋 立 て 等 に よ っ て 生 ず る 地 盤 面 の 最 も 高 い 地 点 と の 垂 直 距 離



（ 当 該 土 砂 埋 立 て 等 を 行 う 日 前 ３ 年 以 内 に 行 わ れ た 土 砂 埋 立

て 等 に よ っ て 生 じ た 地 盤 面 の 垂 直 距 離 を 合 算 し た も の を 含

む。）が１メートル以上となる土砂埋立て等  

２  前項 の規 定 にかかわ らず 、 次の各号 のい ず れかに該 当す る土

砂埋立て等については、埋立て等許可を受けることを要しない。 

（ １ ）  土 地 の 造 成 そ の 他 の 事 業 の 区 域 に お い て 行 う 土 砂 埋 立

て 等 で あ っ て 当 該 事 業 の 区 域 に お い て 採 取 さ れ た 土 砂 の み を

用いて行うもの  

（ ２ ）  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 規 則 で 定 め る 者 が 行 う 土 砂 埋

立て等  

（ ３ ）  採 石 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ９ １ 号 ） 第 ３ ３ 条 又 は 砂

利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条の規定により認

可を受けた者が、当該認可に基づいて採取した土砂を販売す る

た め に 一 時 的 に 当 該 認 可 に 係 る 場 所 に お い て 行 う 土 砂 埋 立 て

等  

（ ４ ）  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律

第１３７号）第８条第１項の規定により許可を受けた一般廃棄

物 の 最 終 処 分 場 又 は 同 法 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 を

受けた産業廃棄物の最終処分場において行う土砂埋立て等  

（ ５ ）  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ） 第 ２ ２ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 を 受 け た 者 が 設 置 す る 同 項 に 規 定 す

る汚染土壌処理施設において行う土砂埋立て等  

（ ６ ）  法 令 又 は 他 の 条 例 の 規 定 に よ る 許 可 、 認 可 そ の 他 の 処



分による土砂埋立て等であって規則で定めるもの  

（ ７ ）  非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 土 砂 埋 立

て等  

（ ８ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 土 砂 埋 立 て

等  

（事前協議）  

第９条  埋立 て 等許可の 申請 を しようと する 者 （以下「 申請 予定

者 」 と い う 。 ） は 、 あ ら か じ め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

当該土砂埋立て等について町長と協議しなければならない。  

（土地の所有者の同意）  

第１０条  申 請 予定者は 、あ ら かじめ、 規則 で 定めると ころ によ

り 、 埋 立 て 等 許 可 の 申 請 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 内 の 土 地 の 所 有 者

に 対 し 、 当 該 申 請 が 、 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る も の で あ る

場 合 に あ っ て は 同 項 第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 同 項

第 １ 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） を 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る も の

で あ る 場 合 に あ っ て は 同 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 事 項

（ 同 条 第 １ 項 第 １ 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） を 説 明 し 、 そ の 同 意

を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 予 定 者 と 土 地 の 所 有 者 が

同一である場合にあっては、この限りでない。  

２  第１ ４条 第 １項の変 更許 可 の申請を しよ う とする者 （以 下こ

の 項 に お い て 「 変 更 申 請 予 定 者 」 と い う 。 ） は 、 あ ら か じ め 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申 請 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 内 の

土 地 の 所 有 者 に 対 し 、 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事



項 （ 同 項 第 １ 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） を 説 明 し 、 そ の 同 意 を 得

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 変 更 申 請 予 定 者 と 土 地 の 所 有 者 が

同一である場合にあっては、この限りでない。  

３  第２ ３条 第 １項の承 認の 申 請をしよ うと す る者（以 下こ の項

に お い て 「 承 認 申 請 予 定 者 」 と い う 。 ） は 、 あ ら か じ め 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申 請 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 内 の 土 地

の 所 有 者 に 対 し 、 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 事

項 （ 同 項 第 １ 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） を 説 明 し 、 そ の 同 意 を 得

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 承 認 申 請 予 定 者 と 土 地 の 所 有 者 が

同一である場合にあっては、この限りでない。  

（周辺地域の住民等への周知）  

第１１条  申 請 予定者は 、あ ら かじめ、 規則 で 定めると ころ によ

り 、 埋 立 て 等 区 域 の 周 辺 地 域 の 住 民 等 に 対 し 、 次 条 第 １ 項 又 は

第 ２ 項 の 申 請 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 書 」 と い う 。 ） の

記載事項を周知させるため、説明会を開催しなければならない。 

２  前項 の規 定 にかかわ らず 、 申請予定 者は 、 その責め に帰 する

こ と の で き な い 事 由 に よ り 、 説 明 会 を 開 催 す る こ と が で き な い

と き は 、 当 該 説 明 会 を 開 催 す る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お

い て 、 申 請 予 定 者 は 、 そ の 旨 を 速 や か に 町 長 に 届 け 出 る と と も

に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 申 請 書 の 内 容 を 要 約 し た 書 類

の 提 供 そ の 他 の 方 法 に よ り 、 申 請 書 の 記 載 事 項 を 埋 立 て 等 区 域

の周辺地域の住民等に周知しなければならない。  

３  申請 予定 者 は、前２ 項の 規 定による 住民 等 への周知 の内 容及



びその結果を記載した書面を作成しなければならない。  

４  前３ 項の 規 定 は、第 １４ 条 第１項の 変更 許 可の申請 をす る者

について準用する。  

（許可の申請の手続）  

第１２条  埋 立 て等許可 を受 け ようとす る者 は 、次に掲 げる 事項

を記載した申請書を町長に提出しなければならない。  

（１） 氏名、住所及び生年月日（法人にあっては、その名称、

代表者の氏名及び生年月日並びに主たる事務所の所在地）  

（２）  土砂埋立て等の目的  

（３）  埋立て等区域の位置及び面積  

（４）  土砂埋立て等に供する施設の設置に関する計画  

（５）  土砂埋立て等に使用される土砂の量  

（６）  土砂埋立て等の期間  

（ ７ ）  土 砂 埋 立 て 等 の 土 砂 の 堆 積 量 が 最 大 と な る 時 （ 次 条 第

１項第５号において「最大堆積時」という。）及び完了時の埋

立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状  

（８）  土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画  

（ ９ ）  土 砂 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 に お け る 埋 立 て 等 区

域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するため

に 講 ず る 措 置 及 び 埋 立 て 等 区 域 の 周 辺 地 域 の 生 活 環 境 を 保 全

するために講ずる措置  

（１０）  前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項  

２  前項 の規 定 にかかわ らず 、 土砂埋立 て等 が 当該土砂 埋立 て等



に 係 る 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 搬 出 を 目 的 と し て 行 わ れ る も の に つ

い て は 、 埋 立 て 等 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を記載した申請書を町長に提出しなければならない。  

（ １ ）  前 項 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 、 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 に 掲 げ

る事項  

（ ２ ）  年 間 の 土 砂 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ る 土 砂 の 搬 入 の 予 定 量

及び搬出の予定量  

（３）  埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状  

（４）  前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項  

３  前２ 項の 申 請書には 、第 １ ０条第１ 項に 規 定する同 意を 得た

こ と を 証 す る 書 面 、 埋 立 て 等 区 域 及 び そ の 周 辺 の 状 況 を 示 す 図

面 、 前 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 書 面 そ の 他 規 則 で 定 め る 図 書 を 添 付

しなければならない。  

４  第１ 項の 規 定により 埋立 て 等許可を 受け よ うとする 者は 、同

項 第 ６ 号 の 土 砂 埋 立 て 等 の 期 間 に つ い て ３ 年 を 超 え て 申 請 す る

ことができない。  

（許可の基準等）  

第１３条  町 長 は、埋立 て等 許 可の申請 があ っ た場合に おい て、

当 該 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 し て い る と 認 め る と き は 、

埋立て等許可をしなければならない。  

（ １ ）  申 請 者 が 、 次 の ア か ら キ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い

こと。  

ア  第２４条又は第２５条第１項の規定により処分（許可の取



消しを除く。）を受けた日か ら３年を経過しない者（当該処

分による義務を履 行した者を除く。）  

イ  第 ２ ５ 条 第 １ 項 （ 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 係 る 部 分 を 除

く。）の規定により埋立て等許可を取り消され、その取消し

の日から３年を経 過しない者（当該許可を取り消された者が

法人である場合に おいては、当該取消しの処分に係る島本町

行政手続条例（平成９年島本町条例第１号）第１５条第１項

の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 ６ ０ 日 以 内 に 当 該 法 人 の 役

員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者で

あ る か を 問 わ ず 、 法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、

執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る

ものと認められる 者を含む。以下同じ。）であった者で当該

取消しの日から３ 年を経過しないものを含む。）  

ウ  土 砂 埋 立 て 等 の 事 業 に 関 し 不 正 な 行 為 を す る お そ れ が あ

ると認めるに足り る規則で定める相当の理由がある者  

エ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は島本

町暴力団排除条例（平成２６年島本町条例第８号）第２条 第

３号に規定する暴 力団密接関係者  

オ  営 業 に 関 し 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 し な い 未 成 年 者

でその法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、

その役員を含む。）がアからエまでのいずれかに該当する も



の  

カ  法人であって、その役員又は規則で定める使用人のうちに

アからエまでのい ずれかに該当する者があるもの  

キ  個人であって、その規則で定める使用人のうちにアからエ

までのいずれかに 該当する者があるもの  

（ ２ ）  申 請 者 が 、 申 請 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 を 的 確 に 、 か つ 、

継 続 し て 行 う に 足 り る 資 力 を 有 し な い こ と が 明 ら か な 者 で な

いこと。  

（３）  第１０条第１項に規定する同意を得ていること。  

（ ４ ）  土 砂 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 に お け る 当 該 申 請 に

係る埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害

を防止するために必要な措置が図られていること。  

（ ５ ）  土 砂 埋 立 て 等 の 最 大 堆 積 時 及 び 完 了 時 の 埋 立 て 等 区 域

における土地及び土砂の堆積の形状（当該申請が前条第２項の

規定によるものである場合にあっては、埋立て等区域における

土地及び土砂の堆積の形状）並びに土砂埋立て等に供する施設

の計画が、当該申請に係る埋立て等区域外への土砂の崩落、飛

散 又 は 流 出 に よ る 災 害 の 発 生 の お そ れ が な い も の と し て 規 則

で定める形状及び 構造上の基準に適合するものであること。  

２  前項 の規 定 にかかわ らず 、 埋立て等 許可 の 申請が、 法令 又は

他 の 条 例 の 規 定 に よ る 許 可 、 認 可 そ の 他 の 処 分 を 要 す る 行 為 に

係 る も の で あ っ て 、 当 該 行 為 に つ い て 、 当 該 法 令 又 は 他 の 条 例

に よ り 土 砂 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め に



必 要 な 措 置 が 図 ら れ て い る も の と し て 規 則 で 定 め る も の で あ る

場合には、同項第４号及び第５号の規定は、適用しない。  

３  町長 は、 埋 立て等許 可を す るに当た り、 有 効期間そ の他 の必

要な条件を付することができる。  

（変更の許可等）  

第１４条  埋立て等許可を受け た者（以下「許可事業者」という。）

は 、 当 該 許 可 に 係 る 第 １ ２ 条 第 １ 項 各 号 又 は 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ

る 事 項 の 変 更 （ 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 ） を し よ う と

す る と き は 、 町 長 の 許 可 （ 以 下 「 変 更 許 可 」 と い う 。 ） を 受 け

なければならない。  

２  変更 許可 を 受けよう とす る 者は、次 に掲 げ る事項を 記載 した

申請書を町長に提出しなければならない。  

（１） 氏名、住所及び生年月日（法人にあっては、その名称、

代表者の氏名及び生年月日並びに主たる事務所の所在地）  

（２）  変更の内容及びその理由  

（３）  前２号に掲げるもののほか、規則で定める事 項  

３  前項 の申 請 書には、 第１ ０ 条第２項 に規 定 する同意 を得 たこ

と を 証 す る 書 面 、 変 更 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 及 び そ の 周 辺 の 状 況

を 示 す 図 面 、 第 １ １ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 ３ 項 に 規

定 す る 書 面 そ の 他 規 則 で 定 め る 図 書 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

４  前条の規定は、変更許可について準用する。  

５  許可 事業 者 は、第１ 項の 規 則で定め る軽 微 な変更を した とき

は、遅滞なく、その旨を書面で町長に届け出なければならない。  



（土地の所有者への通知）  

第１５条  許 可 事業者は 、当 該 許可を受 けた 日 後遅滞な く、 第１

０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 同 意 を し た 土 地 の 所 有 者 に 、 当 該 許 可 に

係 る 申 請 が 、 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る も の で あ る 場 合 に あ

っ て は 当 該 許 可 に 係 る 同 項 第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 掲 げ る 事 項

（ 同 項 第 １ 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） を 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 許 可 に 係 る 同 項 第 １ 号 か ら 第

３号までに掲げる事項（同条第１項第１号の生年月日を除く。）

を書面で通知しなければならない。  

２  前項 の場 合 において 、許 可 事業者は 、当 該 許可に第 １３ 条第

３ 項 の 規 定 に よ り 条 件 が 付 さ れ た と き は 、 前 項 に 規 定 す る 事 項

の ほ か 、 当 該 条 件 の 内 容 を 同 項 の 土 地 の 所 有 者 に 書 面 で 通 知 し

なければならない。  

３  変更許可を受けた者は、当該変更許可を受けた日後遅滞なく、

第 １ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 同 意 を し た 土 地 の 所 有 者 に 、 当 該 変

更 許 可 に 係 る 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 （ 同 項

第 １ 号 の 生 年 月 日 を 除 く 。 ） 並 び に 当 該 変 更 許 可 に 同 条 第 ４ 項

に お い て 準 用 す る 第 １ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 条 件 が 付 さ れ た

場 合 に あ っ て は 当 該 条 件 の 内 容 を 書 面 で 通 知 し な け れ ば な ら な

い。  

４  第２ ３条 第 １項の承 認を 受 けた者は 、当 該 承認を受 けた 日後

遅 滞 な く 、 第 １ ０ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 同 意 を し た 土 地 の 所 有 者

に 対 し 、 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 同 項



第１号の生年月日を除く。）を書面で通知しなければならない。  

５  許可 事業 者 は、前条 第１ 項 の規則で 定め る 軽微な変 更を した

と き は 、 遅 滞 な く 、 当 該 変 更 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 内 の 土 地 の 所

有 者 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 許 可 事 業 者

と 当 該 土 地 の 所 有 者 が 同 一 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で

ない。  

（土砂埋立て等の着手の届出）  

第１６条  許 可 事業者は 、当 該 許可に係 る土 砂 埋立て等 に着 手し

た と き は 、 着 手 し た 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以 内 に 、 そ の 旨 を 町

長に届け出なければならない。  

（土砂の搬入の報告）  

第１７条  許 可 事業者は 、当 該 許可に係 る埋 立 て等区域 に土 砂を

搬 入 し よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 土

砂 の 発 生 場 所 及 び 当 該 土 砂 の 汚 染 の お そ れ が な い こ と を 確 認 し

なければならない。  

２  許可 事業 者 は、規則 で定 め るところ によ り 、前項の 規定 によ

り確認した結果を町長に報告しなければならない。  

（土砂管理台帳の作成）  

第１８条  許 可 事業者は 、規 則 で定める とこ ろ により、 当該 許可

に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 用 い た 土 砂 の 量 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事

項を記載した土砂管理台帳を作成しなければならない。  

（土砂埋立て等に使用され た土砂の量の報告）  

第１９条  許 可 事業者は 、規 則 で定める とこ ろ により、 当該 許可



に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 着 手 し た 日 か ら 、 定 期 的 に 、 前 条 の 規 定

に よ り 作 成 す る 土 砂 管 理 台 帳 の 写 し を 添 付 し て 、 当 該 土 砂 埋 立

て 等 に 使 用 さ れ た 土 砂 の 量 （ 当 該 土 砂 埋 立 て 等 が 当 該 許 可 に 係

る 埋 立 て 等 区 域 外 へ の 搬 出 を 目 的 と し て 行 わ れ る も の で あ る 場

合 に あ っ て は 、 土 砂 の 搬 入 の 量 及 び 搬 出 の 量 ） を 町 長 に 報 告 し

なければならない。  

（標識の掲示等）  

第２０条  許 可 事業者は 、当 該 許可に係 る土 砂 埋立て等 が施 工さ

れ て い る 間 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 許 可 に 係 る 埋 立

て 等 区 域 の 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 、 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 規 則 で

定める事項を記載した標識を掲げなければならない。  

２  許可 事業 者 は、当該 許可 に 係る埋立 て等 区 域につい て、 その

境界を明らかにするため、境界標を設けなければならない。  

（関係図書の閲覧）  

第２１条  許 可 事業者は 、規 則 で定める とこ ろ により、 当該 許可

に 係 る 第 １ ２ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 申

請 書 の 写 し 、 第 １ ８ 条 の 土 砂 管 理 台 帳 そ の 他 規 則 で 定 め る 図 書

を 当 該 許 可 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 関 し 災 害 の 防 止 上 又 は 生 活 環

境 の 保 全 上 利 害 関 係 を 有 す る 者 の 求 め に 応 じ 、 閲 覧 さ せ な け れ

ばならない。  

（土砂埋立て等の完了の届出等）  

第２２条  許可事業者は、当該許可に係る土砂埋立て等を完了し、

廃 止 し 、 若 し く は 休 止 し 、 又 は 休 止 し た 土 砂 埋 立 て 等 を 再 開 し



た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 町

長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 の 休

止 を し た 場 合 で あ っ て 、 当 該 休 止 の 期 間 が ２ 月 未 満 で あ る と き

は、この限りでない。  

２  町長 は、 前 項の規定 によ る 届出（休 止し た 土砂埋立 て等 を再

開 し た 場 合 の 届 出 を 除 く 。 ） が あ っ た と き は 、 遅 滞 な く 、 当 該

届 出 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 が 第 １ ３ 条 に 規 定 す る 許 可 の 基 準 等 に

適 合 し て い る か ど う か に つ い て 確 認 し 、 そ の 結 果 を 当 該 届 出 を

した者に通知するものとする。  

３  前項 の規 定 により、 土砂 の 崩落、飛 散又 は 流出によ る災 害を

防 止 す る た め の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い な い 旨 の 通 知 を 受 け

た者は、当該通知に係る土砂埋立て等に使用された土砂の崩落、

飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な

ければならない。  

（地位の承継）  

第２３条  許 可 事業者の 相続 人 その他の 一般 承 継人又は 許可 事業

者 か ら 当 該 許 可 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 の 土 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該

許 可 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 を 行 う 権 原 を 取 得 し た 者 は 、 町 長 の 承

認 を 受 け て 、 当 該 許 可 事 業 者 が 有 し て い た 埋 立 て 等 許 可 に 基 づ

く地位を承継することができる。  

２  前項 の承 認 を受けよ うと す る者は、 次に 掲 げる事項 を記 載し

た申請書を町長に提出しなければならない。  

（１） 氏名、住所及び生年月日（法人にあっては、その名称、



代表者の氏名及び生年月日並びに主たる事務所の所在地）  

（ ２ ）  許 可 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名

称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）  

（ ３ ）  申 請 者 が 第 １ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 オ の 営 業 に 関 し 成 年 者

と同一の行為能力を有しない未 成年者である場合には、その法

定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合にあっ

て は 、 そ の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 の 所 在

地）  

（４）  前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項  

３  前項 の申 請 書には、 第１ ０ 条第３項 に規 定 する同意 を得 たこ

と を 証 す る 書 面 （ 同 項 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 除

く 。 ） 、 第 １ 項 の 承 認 の 申 請 に 係 る 埋 立 て 等 区 域 及 び そ の 周 辺

の 状 況 を 示 す 図 面 そ の 他 規 則 で 定 め る 図 書 を 添 付 し な け れ ば な

らない。  

４  第１３条第１項（同項第１号及び第２号に係る部分に限る。）

の規定は、第１項の承 認について準用する。  

５  相続 人が 被 相続人の 死亡 後 ９０日以 内に 第 １項の承 認の 申請

を し た 場 合 に お い て は 、 被 相 続 人 の 死 亡 の 日 か ら そ の 承 認 を 受

け る 日 又 は 承 認 を し な い 旨 の 通 知 を 受 け る 日 ま で は 、 被 相 続 人

に 対 し て し た 埋 立 て 等 許 可 は 、 そ の 相 続 人 に 対 し て し た も の と

みなす。  

（命令）  

第２４条  町 長 は、土砂 埋立 て 等に使用 され た 土砂の崩 落、 飛散



又 は 流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め 緊 急 の 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 に つ い て 許 可 事 業 者 に 対 し 、 当 該 許

可 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ た 土 砂 の 崩 落 、 飛 散 若 し く は

流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め に 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 必 要 な

措 置 を 講 ず べ き こ と を 命 じ 、 又 は 相 当 の 期 間 を 定 め て 当 該 許 可

に係る土砂埋立て等の停止を命ずることができる。  

２  町長 は、 第 ８条第１ 項又 は 第１４条 第１ 項 の規定に 違反 して

許 可 を 受 け な い で 土 砂 埋 立 て 等 を 行 っ た 者 に 対 し 、 相 当 の 期 限

を 定 め て 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ た 土 砂 の 全 部 又 は 一 部

を 撤 去 す る と と も に 、 土 砂 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 を

防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 命 ず る こ と が で き

る。  

３  町長 は、 第 ２２条第 ３項 又 は次条第 ２項 に 規定する 者が 、土

砂 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措

置 を 講 じ な い と き は 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 第 ２ ２ 条 第 ３ 項 の

通 知 又 は 次 条 第 ２ 項 の 取 消 し に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ た

土 砂 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な

措置を講ずべきことを命ずることができる。  

４  町長 は、 許 可事業者 が行 う 土砂埋立 て等 が 第１３条 第１ 項第

４ 号 又 は 第 ５ 号 に 適 合 し な い と 認 め る と き は 、 当 該 許 可 事 業 者

（ 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を 受 け た 者 を 除 く 。 ） に 対 し 、 当 該 許

可 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ た 土 砂 の 崩 落 、 飛 散 若 し く は

流 出 に よ る 災 害 を 防 止 す る た め に 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 必 要 な



措 置 を 講 ず べ き こ と を 命 じ 、 又 は 相 当 の 期 間 を 定 め て 当 該 許 可

に係る土砂埋立て等の停止を命ずることができる。  

（許可の取消し等）  

第２５条  町 長 は、許可 事業 者 が次の各 号（ 第 ８号を除 く。 ）の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は 相 当 の

期 間 を 定 め て 当 該 許 可 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 の 停 止 を 命 ず る こ と

ができる。  

（ １ ）  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 埋 立 て 等 許 可 、 変 更 許 可

又は第２３条第１項の承認を受けたとき。  

（ ２ ）  正 当 な 理 由 な く 、 埋 立 て 等 許 可 を 受 け た 日 か ら 起 算 し

て １ 年 を 経 過 し た 日 ま で に 当 該 許 可 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 着

手しないとき。  

（ ３ ）  埋 立 て 等 許 可 に 基 づ き 土 砂 埋 立 て 等 に 着 手 し た 後 、 正

当な理由なく、１年以上引き続き当該許可に係る土砂埋立て等

を行わないとき。  

（４）  第１３条第１項第１号エに該当するに至ったとき。  

（ ５ ）  第 １ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 オ か ら キ ま で （ 同 号 エ に 係 る も

のに限る。）のいずれかに該当するに至ったとき。  

（ ６ ）  変 更 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 事 項 を 変 更 許 可 を 受

けないで変更したとき。  

（ ７ ）  第 １ ３ 条 第 ３ 項 （ 第 １ ４ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場

合を含む。）の規定により付された条件に違反したとき。  

（８）  第１７条から第２０条までの規定に違反したとき。  



（９）  前条及びこの項の規定による命令に違反したとき。  

２  前項 の規 定 により埋 立て 等 許可の取 消し を 受けた者 は、 当該

取 消 し に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に 使 用 さ れ た 土 砂 の 崩 落 、 飛 散 又 は

流 出 に よ る 災 害 の 防 止 上 又 は 生 活 環 境 の 保 全 上 必 要 な 措 置 を 講

じなければならない。  

（関係図書の保存）  

第２６条  許可事業者は、当該許可に係る土砂埋立て等について、

第 ２ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 完 了 及 び 廃 止 に 係 る も の に

限 る 。 ） を 受 け た 日 又 は 当 該 許 可 の 取 消 し の 日 の い ず れ か 早 い

日 か ら ３ 年 を 経 過 す る 日 ま で 、 当 該 許 可 に 係 る 土 砂 管 理 台 帳 及

び 土 砂 埋 立 て 等 に 関 し て こ の 条 例 の 規 定 に よ り 町 長 に 提 出 し た

図書の写しを保存しなければならない。  

第３章  土地の所有者の義務  

（土砂埋立て等に係る土地の所有者の義務）  

第２７条  第 １ ０条に規 定す る 同意をし た土 地 の所有者 は、 当該

同 意 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 が 施 工 さ れ て い る 間 、 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 定 期 的 に 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 の 施 工 の 状 況 を 確 認

しなければならない。  

２  前項 の同 意 をした土 地の 所 有者は、 同項 の 規定によ る確 認の

結 果 、 埋 立 て 等 許 可 又 は 変 更 許 可 の 内 容 （ 同 項 に 規 定 す る 同 意

を し た 場 合 に お け る も の に 限 る 。 次 条 第 １ 項 第 １ 号 に お い て 同

じ 。 ） と 明 ら か に 異 な る 土 砂 埋 立 て 等 が 行 わ れ て い る こ と を 知

っ た と き は 、 直 ち に 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 を 行 う 者 に 対 し 当 該 土



砂 埋 立 て 等 の 中 止 又 は 原 状 回 復 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と を 求 め る と と も に 、 速 や か に そ の 旨 を 町 長 に 報 告 し な け れ ば

ならない。  

３  第１ 項の 同 意をした 土地 の 所有者は 、当 該 同意に係 る埋 立て

等 区 域 の 土 砂 の 崩 落 、 飛 散 又 は 流 出 に よ る 災 害 が 発 生 し 、 又 は

そ の お そ れ が あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 町 長

に通報しなければならない。  

（土砂埋立て等に係る土地の所 有者に対する勧告及び命令）  

第２８条  町 長 は、第２ ４条 （ 同条第２ 項を 除 く。）の 規定 によ

る 命 令 （ 土 砂 埋 立 て 等 の 停 止 の 命 令 を 除 く 。 ） を し た に も か か

わ ら ず 、 当 該 命 令 を 受 け た 者 が 期 限 ま で に そ の 命 令 に 係 る 措 置

を 講 じ な い と き は 、 当 該 命 令 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に つ い て 前 条

第 １ 項 の 同 意 を し た 土 地 の 所 有 者 で 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る も の に 対 し 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 勧 告 す る こ と が で き

る。  

（ １ ）  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 確 認 （ 当 該 確 認 を 行 う べ き 時

期において、埋立て等許可又は変更許可の内容と明らかに異な

る土砂埋立て等が行われていた 場合のものに限る。）を怠った

者  

（２）  前条第２項の規定による報告を怠った者  

２  町長 は、 前 項の規定 によ る 勧告を受 けた 者 が当該勧 告に 従わ

な い 場 合 で あ っ て 、 そ の 者 に 対 し 、 同 項 の 必 要 な 措 置 を 講 じ さ

せ る こ と が 相 当 で あ る と 認 め る と き は 、 当 該 必 要 な 措 置 を 講 ず



べきことを命ずることができる。  

第４章  雑則  

（報告の徴収）  

第２９条  町 長 は、この 条例 の 施行に必 要な 限 度におい て、 土砂

埋 立 て 等 を 行 う 者 に 対 し 、 当 該 土 砂 埋 立 て 等 に つ い て 、 施 工 の

状況その他必要な事項の報告を求めることができる。  

２  町長 は、 こ の条例の 施行 に 必要な限 度 に お いて、第 １０ 条に

規 定 す る 同 意 を し た 土 地 の 所 有 者 に 対 し 、 当 該 同 意 に 係 る 土 砂

埋 立 て 等 に つ い て 、 第 ２ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 状 況 そ

の他必要な事項の報告を求めることができる。  

（立入検査）  

第３０条  町 長 は、この 条例 の 施行に必 要な 限 度におい て、 その

職 員 に 、 土 砂 埋 立 て 等 を 行 う 者 の 事 業 所 そ の 他 そ の 事 業 を 行 う

場 所 に 立 ち 入 り 、 帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 試 験 の 用

に 供 す る の に 必 要 な 限 度 に お い て 土 砂 若 し く は 排 水 を 無 償 で 収

去させ、又は関係人に質問させることができる。  

２  前項 の規 定 により立 入検 査 をする職 員は 、 その身分 を示 す証

明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。  

（公表）  

第３１条  町 長 は、第２ ４条 又 は第２５ 条第 １ 項の規定 によ る命

令 を し た と き は 、 当 該 命 令 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 、 住 所 及

び当該命令の内容を公表することができる。  

２  町長 は、 前 項の規定 によ る 公表をし よう と するとき は、 当該



公 表 に 係 る 者 に 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 通 知 し 、 そ の 者 又 は そ

の 代 理 人 の 出 席 を 求 め 、 釈 明 及 び 資 料 の 提 出 の 機 会 を 与 え る た

め、意見の聴取を行わなければならない。  

（意見聴取）  

第３２条  町 長 は、埋立 て等 許 可若しく は変 更 許可又は 第２ ３条

第 １ 項 の 承 認 を し よ う と す る と き は 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 エ

か ら キ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 事 由 （ 同 号 オ か ら キ ま で の い

ず れ か に 該 当 す る 事 由 に あ っ て は 、 同 号 エ に 係 る も の に 限 る 。

次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 有 無 に つ い て 、 必 要 に 応 じ 、 高 槻 警 察

署長の意見を聴くことができる。  

２  町長 は、 第 ２５条第 １項 の 規定によ る処 分 をしよう とす ると

き は 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 エ か ら キ ま で の い ず れ か に 該 当 す

る 事 由 の 有 無 に つ い て 、 必 要 に 応 じ 、 高 槻 警 察 署 長 の 意 見 を 聴

くことができる。  

（委任）  

第３３条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

第５章  罰則  

（罰則）  

第３４条  次 の 各号のい ずれ か に該当す る者 は 、２年以 下の 懲役

又は１，０００，０００円以下の罰金に処する。  

（ １ ）  第 ８ 条 第 １ 項 、 第 １ ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の

規定に違反して、許可又は承認を受けないで土砂埋立て等を 行

った者  



（ ２ ）  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、 埋 立 て 等 許 可 、 変 更 許

可又は第２３条第１項の承認を受けた者  

（３）  第２４条の規定による命令に違反した者  

第３５条  次 の 各号のい ずれ か に該当す る者 は 、５００ ，０ ００

円以下の罰金に処する。  

（ １ ）  第 １ ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の

報告をした者  

（ ２ ）  第 １ ８ 条 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 条 の 土 砂 管 理 台 帳 を 作

成せず、又は同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の

記載をした者  

（ ３ ）  第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告 を

した者  

（ ４ ）  第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 項 の 標 識 を 掲 示

しなかった者  

（ ５ ）  第 ２ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 項 の 境 界 標 を 設

けなかった者  

（ ６ ）  第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告 を し た

者  

（ ７ ）  第 ３ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 立 入 検 査 若 し く は 収 去 を 拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答 弁をせず、若

しくは虚偽の答弁をした者  

第３６条  次 の 各号のい ずれ か に該当す る者 は 、３００ ，０ ００

円以下の罰金に処する。  



（ １ ）  第 １ ４ 条 第 ５ 項 、 第 １ ６ 条 又 は 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定

による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

（ ２ ）  第 ２ ６ 条 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 条 に 規 定 す る 土 砂 管 理

台帳又は図書の写しを保存しなかった者  

（両罰規定）  

第３７条  法 人 の代表者 又は 法 人若しく は人 の 代理人、 使用 人そ

の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 前 ３ 条 の 違 反

行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対

しても各本条の罰 金刑を科する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成３０年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この 条例 の 施行の際 現に 土 砂埋立て 等を 行 っている 者に つい

て は 、 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 は 、 適 用 し な い 。 そ の 者 が そ の 期 間 内 に 埋 立 て 等 許 可 の 申 請

をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、

同様とする。  

３  この 条例の 施行の際 現に法 令又は他 の条例 の規定に よる許 可 、

認可その他の処分で規則で定めるもの（以下「許 可等」という。）

を 受 け て い る 者 が 行 う 当 該 許 可 等 に 係 る 土 砂 埋 立 て 等 に つ い て

は 、 当 該 許 可 等 に 係 る 許 可 期 間 が 満 了 す る 日 （ 当 該 許 可 期 間 が

３ 年 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し



て ３ 年 を 経 過 す る 日 ） ま で の 間 は 、 第 ２ 章 の 規 定 は 、 適 用 し な

い。  

 


